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募集期間　

平成２４年８月２７日（月）～９月２８日（金）
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座間市では、住みよいまちづくり実現のために策定された「座間市協働まちづくり推進指針」に基づき、市民活動団体の皆さんと一緒に地域課題の解決に取り組む協働事業の相互提案制度を創設しました。地域の多様な課題について、市民の豊かな発想を活かした提案を募集し、提案団体と座間市がともに「公共サービス」の担い手となり、「協働」して解決に取り組んでいくものです。「協働」によるきめ細かな質の高いサービスの提供により市民満足度を高めるとともに、「協働」というものをわかりやすく周知し、幅広い協働の実践につなげていくことを目的に実施するものです。
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真に住みよい地域社会を目指して、ぜひ、みなさんの熱意とアイデアに満ちた提案をお待ちしています。
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　市民活動団体提案型協働事業　
市民活動団体から公益的な事業の実施プランを市に提案していただき、市民活動団体と担当部署が提案内容について協議しながら協働事業の実施に取り組むものです。　（以下「団体提案事業」とします。）
　市 提 案 型 協 働 事 業　
市が提案した事業の構想及び概要に対し、市民活動団体から事業の具体的な実施プランなどの提案を受け、市民活動団体と市が協議しながら協働事業の実施に取り組むものです。（以下「市提案事業」とします。）
	●協働事業提案説明会

【団体提案事業】制度の趣旨や手続に関する事項を説明します。

【市提案事業】担当部署より事業の構想や概要を説明します。
●企画提案に応募する市民活動団体は企画提案書など申請書類一式を市役所市民協働課へ直接持参してください。　※Ｐ６参照

●事業担当課の割振り（団体提案事業のみ）

　企画提案された事業を、市のどの部署が担当するか決めます。

●座間市相互提案型協働事業審査会（以下「審査会」とします）が書類審査し、公開プレゼンテーションへ参加することができる事業の選考をおこないます。

審査結果につきましては、提案団体に通知します。

●第1次審査を通過した団体は、担当課と事業見積やスケジュールなど内容について協議してください。
※提案内容の修正が必要な場合は企画書の再提出が必要となります。

●提案団体による公開プレゼンテーションを行い、最終選考会の参考とします。

●審査会が総合的に評価、選考し、結果を市長へ報告します。　

　市長は報告に基づき協働事業を決定し、提案団体へ『決定通知書』により通知します。審査結果につきましては、ホームページに公開します。
●選定された団体は、担当課と実施に向けて詳細な打合せをおこない協定書を締結します。
　さらに、個人情報保護に関する誓約書を市長に提出します。
●実施団体は、事業の中間報告を評価シートで報告します。　※継続の場合は審査資料となる。

●実施団体は、事業完了後１ヶ月以内に事業報告書などを市民協働課へ提出してください。

●実施団体は、公開事業報告会に参加し、事業報告をおこないます。

　審査会は協働事業の実施結果について、その内容を評価します。
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！！！ 団体でなければ提案できません！！！
応募できる団体は、応募締切日において、1年以上継続した活動を行っている市民活動団体で、次の①～③までの全てに該当する団体とします。
1 座間市民活動サポートセンターに登録していること。
2 座間市内に活動拠点を有すること。
3 定款、規約又は会則に基づき運営され、予算及び決算を適正に行っていること。

　

対象となる提案事業は公益を目的とし、次の①～⑥までの全てに該当する事業とします。
1 市内で実施される事業であり、協働して取り組むことにより、地域や社会の課題の解決につながる事業であること。
2 具体的な効果や成果が期待でき、市民満足度が高まる事業であること。

3 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。

4 市民活動団体の先駆性、専門性、柔軟性などの特性を活かした、新しい視点からの事業であること。
5 予算の見積もりなどが適正であること。

6 提案する市民活動団体が実施することが可能な事業であること。



次の事項に該当する事業は対象となりません。

1 営利を目的としたもの。

2 特定の個人や団体が利益を受けるもの。

3 宗教、政治、選挙活動に関するもの。

4 公序良俗に反するもの。

5 国や県などから、既に当該事業に対し助成を受けているもの。


●事業期間は単年度（平成２５年４月から平成２６年３月末まで）となります。

※事業の継続を希望する場合には、３年（開始年度を含む）を限度として継続することができます。ただし、毎年度審査を受けていただきます。


●市民活動団体提案事業
市の支出する事業経費は、１事業５０万円を限度とします。

※経費負担の生じないもの、少額の事業も対象とした制度です。

※市の支出金とは、事業実施のために直接必要な経費です。協働事業とは関係のない団体の人件費、事務所などの賃借料、光熱水費などの管理経費は対象外とします。※事業の中止又は、事業実施後に余剰金が発生した場合には、市への返還を求めます。
●市提案事業
事業経費は、市の指定する事業費の範囲内とします。


　

提案を希望する団体は、市の指定する期日までに下記の書類を市民協働課へ提出してください。

提案時に提出していただく書類
1  相互提案型協働事業提案書（第１号様式）

2  相互提案型協働事業企画書（第２号様式）

3  相互提案型協働事業収支予算書（第３号様式）

4  相互提案型協働事業実施スケジュール表（第４号様式）

5  市民活動団体概要書（第５号様式）

6  団体の定款、規約、会則等

7  会員名簿

8  前年度活動報告書
9  前年度収支決算書〔団体全体分〕
10  相互提案型協働事業継続希望書（第６号様式）

※事業の継続を希望する場合のみです。
11  その他市長が必要と認める書類


　
応募された企画提案は、審査会により審査選考します。
　※審査の結果は各提案団体に通知し、市ホームページなどで公開します。

●第１次審査　（書類審査）　

提案された協働事業について、公開プレゼンテーション対象事業を書類選考します。なお、選考の際に担当課の意見を参考にする場合があります。

　●第２次審査　（プレゼンテーション審査）

　第１次審査により選考された事業企画について、提案団体に公開でのプレゼンテーション（事業説明・質疑応答など）をおこない、審査会が審査します。
　　　

　　

（１）審査（第１次・第２次）基準ポイント

	審査項目
	審査のポイント

	協働による効果
	協働することで質の高いサービスが提供でき、また、相乗効果が期待できるか。

	事業の目的
	市民や地域のニーズ、社会問題や地域課題等を踏まえたものであるか。

	役割分担
	団体と市との役割分担が明確かつ妥当であるか。

	費用の妥当性
	費用計上が適当であり、適正な事業計画となっているか。

	市民活動の特性
	事業内容は、市民活動団体の先駆性や専門性等の特性を活かしているか。

	事業の実施能力
	団体は、事業内容を実施する能力を有しているか。


（２）配点基準

審査は、上記の６つの審査項目毎に５段階評価とし、３０点満点で採点を行います。

	点　数
	５点
	４点
	３点
	２点
	１点

	評　価
	優れている
	やや優れている
	普通
	やや劣る
	劣る




●全体の流れ
協働事業の実施団体と市は、事業の基本事項や役割分担を明らかにするために協定書を締結します。さらに協定書に基づき、個人情報保護に関する誓約書を市長に提出をします。

　また、実施団体は事業実施に伴い、事業に係わる必要な帳簿類や領収書などの書類を整備しておく必要があります。

　

●中間報告について
中間報告として評価シートの提出をします。

また、市長は事業実施期間中の進捗状況についてヒアリングや調査をおこなうことができます。

（1） 報告書類

　実施団体は、事業完了後1ヶ月以内に以下の書類を市民協働課へ提出してください。

●事業完了後提出書類
1 相互提案型協働事業実施報告書（第９号様式）

2 相互提案型協働事業評価シート
3 相互提案型協働事業収支決算書（第１０号様式）
4 その他市長が必要と認める書類

※活動概要が分かる資料（チラシ、記事など）があれば、実施結果報告資料として提出してください。
（２）事業結果報告会（公開）

　事業の成果、協働の成果、課題などを検証するとともに、広く市民の皆さんへの周知を図る場として、実施団体と市による報告会を開催します。




◇ 実施目的
1 市民活動団体における評価
　　　　自らのミッションにおける達成度と、次の事業計画に向けて改善すべき点を見出すために行う。
2 担当部署における評価
　　　　自ら実施した事業の目的や内容、成果等を点検し、次の事業計画に向けて改善すべき点を見出すために行う。
3 審査会による評価
　　　　評価結果によって見出される問題点や課題などを総合的に検証し、今後の協働事業の取組みに活かすことを目的とする。さらに、評価結果をパートナー双方及び受益者や市民に公表することにより透明性を確保し、合わせて協働のまちづくりに対する理解を深める。
◇ 評価ポイント一覧表
	種別
	評価のポイント

	事　業　成　果
	事業の達成度
⇒　所期の目的を達成できたか。そのことを共通認識できたか。

	
	協働による効果
⇒　双方の長所・強みが発揮でき、協働によって質の高い事業効果を得ることができたか。
事業を通じ、協働のノウハウや新たなネットワークなど、今後の活動に役立つものを得ることができたか。

	事　業　プ　ロ　セ　ス
	目的・目標の共有
⇒　十分な協議や調整により、事業目的や課題に対する共通の認識をもつことができたか。

	
	事業の進行管理
⇒　進捗状況について情報交換を行うとともに、必要に応じてスケジュール等の見直しを行うことができたか。

	
	対等な関係及び相互理解
⇒　協働の相手として、対等な立場で協議することができたか。相手の立場や組織の特性の違いなどを理解し、互いに補える関係が築けたか。

	
	役割分担や責任の明確化
⇒　役割分担は適正なものであったか。設定した役割分担を果すことができたか。

	今後の取組
	今後の具体的な展開
⇒　今後、実施事業をどの様な形で展開していくことが望ましいか.

（事業の波及効果等）



　選考過程の「公正性」、「透明性」を高めるため、提案された事業の概要及び団体名は、ホームページなどにより公表します。また、公開プレゼンテーション開催時には、公開プレゼンテーションの対象となった事業の概要を当日資料として来場者に公開する予定です。

　提出された書類などは、個人情報を除き原則として情報公開の対象となります。


　８月2４日（金）午後６時から座間市役所５階５－１会議室にて、座間市相互提案型協働事業募集について、市民活動団体を対象に説明会を実施します。
説明会では、相互提案型協働事業の仕組みと、平成２５年度市提案協働事業について担当課が構想・概要を説明します。


平成２４年９月２８日（金）午後５時までに、座間市役所市民協働課（３Ｆ）に直接持参してください。（受付は、平日の昼休みを除く午前８時３０分から午後５時まで。）

· 期限は厳守してください。

· 受付時に関係書類一式を確認したうえで受理しますので、郵送、ＦＡＸ、電子メールでの受け付けはおこないません。

· 提案書などの各様式は、この手引きとともに、市役所市民情報コーナー（１Ｆ）、市民協働課（３Ｆ）、市民活動サポートセンター、公民館、北・東地区文化センター、市内各コミュニティセンター（８ヶ所）、図書館で配布するとともに座間市ホームページからダウンロードすることもできます。

（座間市ホームページアドレス）

    http://www.city.zama.kanagawa.jp/
（申請書類ダウンロード方法）

    トップページ⇒市政・まちづくり⇒市民参加・協働




協働事業提案書（市提案協働事業①）
	事業名
	相模が丘仲よし小道再生事業

	事業の目的
	平成23年度を初年度とし４箇年計画で再整備を行っている「相模が丘仲よし小道」の再整備後の維持管理を協働で行うことを目的とする。

	事業の内容
（案）
	第一期工区（平成23年度）、第二期工事（平成24年度）県道５０号線から790ｍの完成を受けて、平成25年度では下表の事業を推進する。
＜景観＞
景観管理
計画や設計に準拠しているか
改善・改良を要するか
景観条例
検討課題（将来に備える）
＜整枝・剪定＞
桜
品種の特徴を実現する樹形に整える
花木、その他
花木の個性に対応する整枝・剪定
＜草刈、除草＞
中木・低木
寄せ植え
土壌の養水分が取られ、成育不良、
病害虫の住み処となる
花木
地被類
刈取り、抜根等作業種分けの要あり。
景観上も見苦しくなる
＜施肥、灌水、病害虫対策＞
見守り
病害虫対策は早期発見、早期対応が原則
施肥
専門性を要し、市との分業対象の一つである
灌水
４月から10月にかけて、特に重要。プランター類多数、対策の要あり。
病害虫
専門性を要し、市との分業対象の一つである
＜清掃＞
見守り
落葉、桜の萼、不法投棄物品（自転車、バイク、他）の対処
清掃
桜は大量の落ち葉を発生させ、従来隣接住民の最大の苦情、桜公害と言われる　　
＜迷惑行為対策＞
適切な看板設置
警告や縁道利用の案内等
モラルアップ事業
モラルアップキャンペーンや見廻り
広報等メデイア活用
自治会組織、掲示板、広報紙発行
＜施設管理＞
防災・消防等の施設
自治防災、消防倉庫、緑道管理用具倉庫
看板類整備
緑道の歴史、緑道利用案内、周辺地図、自治会掲示板、モラルアップ看板等
パーゴラとベンチ
将来は公衆トイレの維持管理も
＜地域住民相談受付＞
＜市との協働窓口など現地連絡所運営＞
＜植物の育成、維持・管理全般の研究・研修＞
＜さくら、ボランテイアガイドの育成＞
＜組織運営体制の確立＞

	事業の期間
	平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで（１２ケ月）

	事業規模
	・２，５４２，０００円

	担当部署
	都市部　公園緑政課　　（内線３４６２）


協働事業提案書（市提案協働事業②）
	事業名
	校庭の芝生化推進事業

	事業の目的
	・児童生徒への教育効果

　　児童生徒の活動場所の安全と癒しの空間を確保すること。また、怪我を恐れず運動することが出来るとともに、環境保全の重要性を学ぶことが出来る。

・学校施設環境の確保

　　芝生は、音を吸収する働きがあることから騒音の減少や太陽光の熱を吸収して温度を下げるなどの効果が期待できる。

・地域交流の促進

　　地域のボランティアの協力により、水やりや芝刈りなどの芝生の維持管理を行うことで、学校を核とした地域の連帯感や学校支援の気運が高まり、地域との協働による学校づくりが促進される。



	事業の内容

(案)
	○芝生の散水、芝刈、除草、施肥、目砂の定期的な育成管理作業を行う児童・生徒・教員・ＰＴＡ並びにボランティア等の団体を育成し、芝生の維持管理業務を行います。（各学校の地域交流団体等の協力も検討。）

・実施期間：平成２５年度～

・実施面積：１校約６００㎡

・芝生の散水、芝刈、除草、施肥、目砂、清掃等の育成管理

・実施場所：平成２５年度座間中学校（予定）の校庭の一部を芝生化しモデル校とする。

○市は、芝張工事整備を行い、芝刈り機、散水用具、物置等の初期備品購入費の整備を行います。



	事業の期間
	　平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで　（１２ヶ月）

	事業規模
	・５００，０００円を限度に企画してください。

（※なお、今後の予算査定及び予算の議決後決定されますので、金額等について変更されることがあります。）



	担当部署
	教育部　教育総務課　　（内線３５０４）


協働事業提案書（市提案協働事業③）
	事業名
	ざま再発見写真コンテスト

	事業の目的
	　私どもの住む座間には、非常に多彩な環境があります。「大凧まつり」「ふるさとまつり」などのイベントや観光場所を対象としたもの・植物写真、さらには、生活・文化に触れたものなど、ジャンルは問いません。座間市が基本構想に教育の目標としてかかげています「のびやかに　豊かな心　はぐくむまち」にふさわしい活力に満ちた、撮影者が独自の視点で捉えた座間再発見の作品を募集いたします。

座間を見つめ直していただくことで、撮影者も展示会来場者も座間への愛着、そして驚きと感動を体験し、写真表現の素晴らしさを感じていただき、写真文化の普及と発展につなげたいと考えます。



	事業の内容

（案）
	　写真コンテストの事務。具体的には実行委員会を組織していただき、写真の応募要項の作成、審査員の選定、用具の発注と、会場設営、表彰式事務などを行っていただきます。


	事業の期間
	　平成２５年５月１日から平成２６年３月３１日まで　（１１ケ月）

	事業規模
	・１００，０００円を限度に企画してください。



	担当部署
	教育部　生涯学習課　　（内線３５５３）


協働事業提案書（市提案協働事業④）
	事業名
	防災啓発研修会(協働事業)事業

	事業の目的
	　座間市地域防災計画に定める防災知識の普及を図るべく実施するもので、地震発生時の被害を軽減するため、市及び防災関係機関は、災害対策を推進すると共に、市民一人ひとりが適切な行動がとれるように積極的に防災知識の普及に努める。

　市民（家庭・地域）が自ら、日頃からの備えや予防に対する意識を向上させると共に、自助・共助の大切さを学んでいただく。

　同時に、市の避難所開設担当職員に対して、防災意識の向上と担当者としての役割を学んでいただく。



	事業の内容

（案）
	ワークショップ（１８０分）

「災害発生時の３分、３時間、３日間を考える」等

・場　　所　市内公共施設（コミュニティセンター、文化センター、公民館等）

・開催回数　１０回程度

・参 加 者　１回４０名程度（開催場所により変更あり）

・対　　象　市内在住者



	事業の期間
	　平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで　（１２ケ月）

	事業規模
	・３２１，０００円を限度に企画してください。

　なお、金額につきましては今後の予算査定の中で決定されますので、変更されることがあります。



	担当部署
	市民部　安全防災課　　（内線２４８６）



	第１号様式（第６条関係）　


	相 互 提 案 型 協 働 事 業 提 案 書
平成　２４　年　８　月　２７　日
　
（宛先）座間市長
　
　
住     所　　座間市緑ケ丘１－１－１－３０１
　
提案者  団　体　名　　　Ｉ Ｔ サークル　座間
　
代表者氏名　　　協　働　ま　ち　子　　　　印
　
次のとおり提案します。なお、会員名簿・担当者連絡先を除き公開を承諾します。

	
	提案事業名
	　　デジカメとパソコンで楽しもう　講座

	2
	事業期間
	　平成２５年　４月　１日　から　平成２６年　３月３１日　まで

	3
	事業予算
	　
　　　　　２０２，０００
　
	円
	（内座間市支出分　　１４２，０００円）

	4
	提案概要
	・「デジカメとパソコンで楽しもう　講座」を開催します。

団塊の世代や中高年層を中心に親しみのもてる、デジカメ写真に関する単独の講習会では無く、入口となるパソコンへの取込み、加工、活用からインターネットを利用したブログでの写真公開までの教室を地域の公民館、コミュニテイーセンター等で実施します。

→企画の概要を分かり易く理解するために、事業内容を具体的かつ簡潔にまとめて記入してください。

	　
	（事業内容等を３００字以内で御記入ください。
この欄の記載内容は、ホームページ等で公表します。）
	

	　
5
　
	添付書類
	■企画書　■事業収支予算書　■事業実施スケジュール表
■市民活動団体概要書　■定款、規約、会則等 ■会員名簿

■収支決算書（団体全体分） ■前年度活動報告書　□継続希望書
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　


第２号様式－１（第６条関係）
	相 互 提 案 型 協 働 事 業 企 画 書　

	
	団 体 名
	　　　Ｉ Ｔ サークル　座間

	1
	提案事業名
	　　　　　　　デジカメとパソコンで楽しもう　講座　　

	　
2
　
　
	　
事業の分野
（主となる該当分野に

○をしてください。）
　
	(1)健康　(2)福祉　(3)教育　(4)まちづくり・コミュニティ　(5)文化・芸術　(6)スポーツ　

(7)環境　(8)防災・防犯　(9)国際交流　(10)男女共同参画　(11)こども　

(12)市民活動支援　　(13)自治会　(14)シニアライフ　（１５）その他（　　　　　　　　　　）　

	3
　
	事業の目的

（社会的背景、課題等を踏まえて）
	　
　団塊世代が定年を迎え、地域参加して頂ける環境作りは大変重要です。そこで団塊の世代や中高年層を中心に親しみのもてる、デジカメ写真を題材にしたパソコン教室を地域の公民館、サニープレイス座間等で実施します。即ち「デジカメ写真のパソコンへの取り込み法や加工法、その写真をブログに反映する「デジカメとパソコンで楽しもう　講座」を開催します。これにより講座終了後、地域活動への参加のきっかけづくりや習得内容の活用へ繋げます。

→ この事業を行うことにより、どのような課題を解決し、社会的効果を目指すのか、具体的かつ簡素に記入してください。

	4
	事業の内容
	　
　デジカメ写真を題材にしたパソコン講座を地域の公民館や東・北地区文化センター、サニープレイス座間で実施します。

（１）「３時間、募集１０名、講師１名、ボランティア補助員３名」の講習会を３種類設けシリーズ化します。

　　　　①デジカメ写真の整理と活用（ＵＳＢで写真をＰＣに取り込む、写真データの整理、トリミング、カレンダー作成等）

　　　　②オシャレなスライドショーを作成しよう

　　　　③写真をブログで公開しよう

（２）このシリーズ化した３つの講習を４会場で、順次開催させて頂く。

［例＝準備４月～６月、講習会：公民ｊ館＝７月、東地区＝９月、北地区＝１１月、サニープレイス座間＝１月］

（時期は今後検討、調整）

→ 事業の内容を具体的（誰が、誰と、どこで、誰に、何を、どれだけ）に記入してください。


第２号様式－２（第６条関係）
	

	5
	事業の対象
（区域、具体的対象者、対象総人数等）
	　全市対象

　主として団塊の世代や中高年層を中心に、またこれから地域活動等を考えている方、約１２０名

→出来るだけ具体的に

	6
	事業の実施場所
	　公民館、東・北地区文化センター、サニープレイス座間　



	7
	役　　割　　分　　担

事業を実施する上で想定される役割全てを記入してください。
	市民活動団体が果たす役割

	
	
	　・講習会設計（テキストを含む）、ポスター＆チラシ原稿、消耗品

　・必要なパソコンや周辺機器、プロジェクター等の準備

　・当日の運営（準備、片づけ）　

　・講師、ボランティアの手配
　→提案者が行うことを具体的に記入してください。

	
	
	市に期待する役割

	
	
	　・広報などによる事業の周知、公共施設等ポスター＆チラシ配布

　・受講者の募集受付

　・会場の確保支援・当日のサポート

　→市の役割を具体的に記入してください。

	8
	解決の対象となる
地域や社会の課題
	　多くの市民が、地域社会の中で自分を生かして積極的に地域活動の役割を果たす場所を求めている。

→どのような課題を解決しようとしているのかを具体的に記入してください。

	9
	期待される具体的な効果や成果
	　地域で活動する方々が増加することで、活力ある地域づくりに貢献することができる。

→この事業を行うことにより、どのような地域課題を解決し、社会的効果を目指すのか、具体的かつ簡潔に記入してください。

	10
	市と協働する必要性
	　協働事業により、地域のコミュニティの拠点である公民館等を活動の場として利用可能となり、広報活動を含め、ニーズにそった講習会を開催し、より大きな地域貢献活動をする事が可能となる。

→この事業を協働で実施する必要性、協働することによる効果や利点、提案者及び市のそれぞれのメリットなどを具体的に記入してください。

	11
	協働による相乗効果
	　パソコンを中心とした地域貢献活動を通じて蓄積したノウハウと、行政の持つ信頼性とインフラの活用で、事業が広く周知されるとともに、住民の地域活動へのサポートを行うことができる。

	12
	その他
	　


第３号様式（第６条関係）
	相互提案型協働事業収支予算書
総 事 業 費
２０２，０００円
市 の 支 出
１４２，０００円
団体の支出等
６０，０００円
①収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額単位：円

項　　目
予算額
内　　容
市の支出
Ｃ
142,000
負担金
団体の支出
事業収入
60,000
参加費（テキスト代１００％参加時）
収入合計
Ａ
202,000
　　　
②支出
項　　目
予算額
うち市の支出分
積算単価のなど具体的な内容
講師費
48,000
48,000
講師

４０００円×１名×３講習×４会場
ボランティア費
36,000
36,000
ボランティア補助員

１０００円×３名×３講習×４会場
テキスト費
60,000
テキスト

５００円×１０冊×３講習×４会場
消耗品費
28,000
28,000
事務用品

印刷用紙、インク代、他
印刷製本費
10,000
10,000
ポスター１００枚、チラシ４０００枚
ＬＡＮ設備
20,000
20,000
有線ＬＡＮ用ＨＵＢ＆ケーブル設備
支出合計
Ｂ
202,000
Ｄ
142,000
　　　
注）収入合計Aと支出合計B、及び、市の支出Cと支出合計Dは同額となります。
※事業の予算は３月議会での議決により決定されます。
※この事業提案書は、個人情報の一部を除き、ホームページ等で公表します。



第４号様式（第６条関係）
	相互提案型協働事業実施スケジュール表　

	○提案事業の実施スケジュールを御記入ください。(いつ頃、どのようなことをする予定ですか？)

	月
	実　　　　　施　　　　　内　　　　　容

	4　月
	　　　　　　　　　　　　　・市との協定書締結

　　　　　　　　　　　　　・講習会内容検討

	5　月
	　　　　　　　　　　　　　・テキスト原案作成

　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　・チラシ、ポスター作成

	6　月
	　　　　　　　　　　　　　・チラシ、ポスター印刷、配布
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　・講習会受付

	7　月
	　　　　　　　　　　　　　・公民館での講習会（講義①）
· 　　　　〃　　　　　（講義②）

· 　　　　〃　　　　　（講義③）

	8　月
	　　　　　　　　　　　　　・反省会・アンケート集計

　　　　　　　　　　　　　


	9　月
	　　　　　　　　　　　　　・東地区文化センターでの講習会（講義①）

· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（講義②）

· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（講義③）

	10　月
	　　　　　　　　　　　　　・反省会・アンケート集計


	11　月
	　　　　　　　　　　　　　・北地区文化センターでの講習会（講義①）
· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（講義②）

· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　　（講義③）

	12　月
	　　　　　　　　　　　　　・反省会・アンケート集計

　　　　　　　　　　　　　



	1　月
	　　　　　　　　　　　　　・サニープレイス座間での講習会（講義①）
· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　 （講義②）

· 　　　　　　　　〃　　　　　　　　 （講義③）

	2　月
	　　　　　　　　　　　　　・反省会・アンケート集計

	3　月
	　　　　　　　　　　　　　・実施報告書作成、提出


第５号様式（第６条関係）
	市 民 活 動 団 体 概 要 書　

	団体の名称
	（フ リ ガ ナ）　アイティーサークルザマ

	
	　　　　　　Ｉ Ｔ サークル　座間

	住所
	〒252－0021

	
	　座間市緑ケ丘１-１-１-３０１

	代表者名
	　協　働　　ま　ち　子

	設立年月
	平成　　２０　年   　４ 月

	会員の状況
	会員数
	　２０　人　　　　　　　　　　　　　　
	団体
	年会費
	　　　　　

2,500

　　        円

	
	
	（内座間市民１６人）
	
	
	

	
	賛助
会員数
	人　　　　　　　　　　　　　
	団体
	年会費
	　　　　　　　　

         　円

	
	
	（内座間市民　　人）
	
	
	

	活動目的
	　様々な活動を通して地域、子ども達の健全な育成を図る

	活動内容

活動実績
	　・公民館等のパソコン教室
　・市民活動サポートセンター主催のＰＣ無料相談会サポート等

	(委託事業がある場合には、委託事業名、委託契約先名、及び委託時期を記入して下さい。）
	

	ホームページ
	http://　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	　
	　

	担当者連絡先等
（※非公開情報）
	氏名
	　座　間　　協　子
	役職
	　副会長

	
	住所
	　座間市立野台　〇－〇－〇

	
	電話
	〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇〇
	ＦＡＸ
	〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇〇

	
	Ｅメール
	　〇〇〇〇〇〇＠〇〇〇.〇〇.〇〇

	
平成23年度　相互提案型協働事業一覧

	　★　市民活動団体提案型　（２事業）

	番号
	事　　　　業　　　　名
	事　 　業　　概　　要　

	
	団　　　　体　　　　名
	担　　　　当　　　　課

	1
	生ごみの堆肥化推進事業　「生ごみ資源化で節電、循環型社会へ」

総事業費：　245,550円
市負担金：　140,550円
	〇堆肥化講座の開催
　・自治会など地域を対象としたもの（3回）
　・全市民対象としたもの（2回）
　・講座参加者対象のアフターフォロー（4回）
〇市が助成をした生ごみ処理機等購入者へのアンケートを実施によるアフターフォロー（随時）
〇生ごみ堆肥化相談会の開催（2回/月）
〇ふるさとまつりでの生ごみダンボール堆肥化をＰＲ

	
	座間生ごみ堆肥化グループ
	資源対策課

	2
	「命の尊さ・大切さ」発信事業

総事業費：　595,000円
市負担金：　500,000円
	〇いのちのメッセージ　アート展
〇鈴木共子氏の講演会
〇映画『０からの風』の上映会　2回
〇子供むけ手作りミニ絵本のワークショップ、絵の展示

	
	おやとも会
	広報広聴人権課

	　★　市提案型　（２事業）

	番号
	事　　　　業　　　　名
	事　 　業　　概　　要　

	
	団　　　　体　　　　名
	担　　　　当　　　　課

	1
	防災啓発研修会事業

総事業費：　251,000円
市負担金：　251,000円
	〇講座は受講生が課題の解決に向けて自ら考えて取り組むＤＩＧ（図上訓練）並びにワークショップ方式（ＫＪ法）などによる講座（2回開催）
〇上記の講座を受講した受講生を対象に、災害対策に必要なノウハウ（技）を体得するための「体験型災害対応訓練」（1回実施）
〇「市民減災・災害対応講座」及び「体験型災害対応訓練」の講座並びに訓練を受講したものを対象に修了証を交付する。修了者にはそれぞれの地域で減災・災害対応活動の推進者として活動をしてもらう

	
	ざま災害ボランティアネットワーク
	安全防災課

	2
	ざま再発見写真コンテスト

総事業費：　100,000円
市負担金：　100,000円
	〇我々の団体が市と協力して、広く市民へ作品の募集を行う。市内の写真店にも協力を依頼し、店内へのポスター掲示などＰＲ活動にも参加してもらう
〇座間市内で活動する写真家へ依頼して集まった作品の審査を行っていただく
〇応募があったすべての作品を市と共同してハーモニーホールギャラリーで展示し、広く市民に公開する

	
	座間市写真連盟
	生涯学習課

	
	※期間：10月～3月までの半年間

	平成24年度　相互提案型協働事業一覧

	　★　市民活動団体提案型　（４事業）

	番号
	事　　　　業　　　　名
	事　 　業　　概　　要　

	
	団　　　　体　　　　名
	担　　　　当　　　　課

	1
	回想法を利用した介護予防推進及び、地域ボランティア育成事業

総事業費：　382,000円
市負担金：　334,600円
	〇回想法基礎講座
　・広く普及のために市民対象（2回）
〇回想法入門講座（全5回）
　・基礎講座のステップアップ（1回）
〇回想法による地域サロン運営
　・民家2会場でサロンを開催（8回）

	
	回想法プランニング座間
	介護保険課　・　福祉長寿課

	2
	座間市不登校・ひきこもり支援活動の推進事業

総事業費：　900,000円
市負担金：　500,000円
	○活動の拡充
　・活動時間の延長（週2回、10時～15時）
　・プログラムとイベントの拡大
　・他団体との協力・連携
○臨床心理士による専門相談
　・7、9、12月に開設（6回）
〇スタッフのスキルアップ
　・研修・講演会への参加

	
	不登校・ひきこもり居場所 あすなろ
	青少年課　・　教育指導課　・　生涯学習課

	3
	精神障害者（当事者）の生きづらさの対処法事業　「べてるの当事者研究」　

総事業費：　172,000円
市負担金：　172,000円
	○「べてるの当事者研究」の開催
　・コーディネーターを中心に当事者が抱える問題の対処法を考える（2回）

	
	ひらけ　ごま
	障がい福祉課

	4
	生ごみの堆肥化推進事業　「生ごみ資源化で循環型社会へ」

総事業費：　489,820円
市負担金：　335,820円
	○堆肥化講座の開催
　・公民館・コミセンなど地域を対象としたもの（4回）
　・全市民対象としたもの（1回）
〇アフターフォロー講座（5回）
〇市助成の生ごみ処理機等購入者へのアンケート実施によるアフターフォロー（随時）
〇生ごみ堆肥化相談会の開催（2回/月）
○生ごみ堆肥化ＰＲ
　・緑化まつり・ふるさとまつりへの参加（各1回）
　・市民農園利用者
○実践者対象の情報交換会・情報発信（各4回）
〇堆肥の新基材の無料交換（10セット）

	
	座間生ごみ堆肥化グループ
	資源対策課　・　農政課

	

	　★　市提案型　（３事業）

	番号
	事　　　　業　　　　名
	事　 　業　　概　　要　

	
	団　　　　体　　　　名
	担　　　　当　　　　課

	1
	ざま再発見写真コンテスト

総事業費：　110,000円
市負担金：　100,000円
	○我々の団体が市と協力して、広く市民へ作品の募集を行う。市内の写真店にも協力を依頼し、店内へのポスター掲示などＰＲ活動にも参加してもらう
〇座間市内で活動する写真家へ依頼して集まった作品の審査を行っていただく
○応募のあったすべての作品を市と共同してハーモニーホールギャラリーで展示し、広く市民に公開する

	
	座間市写真連盟
	生涯学習課

	2
	相模が丘なかよし小道再生事業

総事業費：　3,212,000円
市負担金：　2,700,000円
	○植物の育成管理
　・整枝、剪定、草刈、除草、施肥、灌水、病害虫対策
○緑道及び設置施設の維持管理
　・清掃、迷惑行為対策、案内板等管理
○その他
　・地域住民相談、スキルアップ、人材育成

	
	特定非営利活動法人　さくら百華の道
	公園緑政課

	3
	防災啓発研修会事業

総事業費：　431,000円
市負担金：　321,000円
	○市民　防災・減災講座（ワークショップ）
　・Ａコース：自治会役員対象（2回）
　・Ｂコース：一般市民対象（2回）
　・Ｃコース：座間市職員対象（3回）
〇体験型減災・災害対応訓練
　・Ｄコース：ＡまたはＢコース受講者対象
　　体験型災害対応訓練（2回）
　・Ｅコース：Ｃコース受講者対象　
　　災害避難所開設・運営訓練（1回）
〇減災・災害対応講座修了式
　・Ｄコース修了者に「（仮称）地域減災活動協力員」を交付
　・Ｅコース修了者に「災害避難所開設職員研修修了証」を交付

	
	ざま災害ボランティアネットワーク
	安全防災課




《問い合わせ》


座間市 市民部 市民協働課


（直通電話）046-252-8035





 事 業 目 的





協働とは


まちづくりを進める上での共通の目標を実現するために、市民と行政が対等の立場にたって、相互の信頼と合意のもと、役割と責任を担い合い、お互いの特性や能力を発揮しながら連携・協力して、効果的にまちづくりに取り組んでいくことです。


（協働まちづくり推進指針より）








市民活動団体とは


「特定非営利活動法人」及び「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業を自主的に取り組む法人格を有しない団体」をいいます。


　　　　（座間市相互提案型協働事業実施要綱より）








2. 事 業 の 形 態





3. 事 業 の 流 れ





説明会の開催


日程 ８月２４日(金) 1８時～


市役所５階 ５－１会議室





提案募集


募集期間８/27(月)～９/2８(金)





市提案事業


担当課決定済








団体提案事業


担当課割振り








第１次審査


日程　１０月２２日（月）


書 類 審 査








担当部署との協議・調整








第２次審査


日程　１２月１８日（火）


公開プレゼンテーション








最終選考


選考結果の通知








協定書締結


個人情報保護に関する誓約書





事業実施（４月～３月）


中間評価シート提出








事 業 完 了


事業結果報告会（公開）


（Ｈ２６年5月中）





4. 応募できる団体





5. 対象となる事業





公益とは


不特定多数の者の利益、社会一般の利益のことをいいます。例えば、身内など特定の個人・団体の利益（私益）や、特定の会員や仲間相互間の利益（共益）ではないことです。





6. 対象とならない事業





7. 事　業　期　間





8. 事業に要する経費





事業費について


毎年度の予算額は、市議会において予算案が


議決された後決定となります。








9. 提　出　書　類





10. 審査選考・公開プレゼンテーション





相互提案型協働事業審査会は


一般公募・市民参加推進会議委員・市民活動サポートセンター運営委員・学識経験者・行政職員等で構成されています。





11. 審　査　基　準





12. 事 業 実 施





13. 事 業 完 了





1４. 報告書の評価ポイント





1５. 企画提案書などの公開





1６. 募 集 説 明 会





1７. 提 出 期 限





�





（１）. 市 提 案 型 協 働 事 業





（２）. 提 案 書　（記入例）





協働





この事業を実施することで、事業目的以上の効果が期待される場合には具体的に記入してください。





事業準備期間





事　業　実　施





事業まとめ





（３）. 事 業 提 案 の 概 要　





座間市 市民部 市民協働課


電 話 04６-252-8035（直通）


FAX　046-255-3550


Eメール kyoumati@city.zama.kanagawa.jp
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